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午前１０時１８分 開会 

議長 会議に先立ちまして、国旗、町旗に一礼をしたいと思います。ご起立の上、ご協力をお願

いします。お直りください。ありがとうございました。 

  ただいまの出席議員数10名です。定足数に達しております。ただいまから令和２年第１回臨

時会を開会いたします。 

  直ちに会議を開きます。 

                                            

日程第１ 会議録署名議員の指名 

議長 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第125条の規定により、議長が指名をします。８番叶内富夫君、

３番伊藤欽一君の両名を指名します。 

                                            

日程第２ 会期の決定 

議長 日程第２ 会期の決定について議題といたします。 

  会期の発言は、奥山議会運営委員長よりお願いをいたします。 

６番 本日開催されました議会運営委員会におきまして、本臨時会の会期は本日１日限りとする

ことに決定しましたので、報告をいたします。 

議長 お諮りいたします。本臨時会の会期は、奥山委員長の報告のとおり本日１日限りと決定す

ることにご異議ありませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

議長 異議なしと認めます。よって、会期は本日１日限りとすることに決定をいたしました。 

                                            

日程第３ 諸般の報告 

議長 日程第３ 諸般の報告については、議案書掲載のとおりです。朗読は省略いたします。 

                                            

日程第４ 町長挨拶 

議長 日程第４ 町長挨拶を受けます。 

町長 おはようございます。 

  本日、令和２年第１回舟形町議会臨時会を招集したところ、議員各位には時節柄何かとお忙

しい中、ご出席賜りまして、誠にありがとうございます。 

  昨日、山形県を含む39県において非常事態宣言が解除されました。山形県内においても10日

間連続して新たな感染者は出ておりません。昨年11月に中国武漢で発生した新型コロナウイ

ルスにより、全世界で443万人が感染し32万2,000人が死亡しております。日本においても、２



 

 

月のダイヤモンドプリンセス号で感染が確認されて以降、全国的な感染広がりの中、４月７

日、７都府県に、16日には全都道府県に非常事態が宣言されました。現在、全国で１万6,887

人が感染し、亡くなられた方726名、いずれもダイヤモンドプリンセス号を含むという状況で

あります。県内でも３月31日、米沢、４月１日、上山、３日に新庄市で発生以来、69名が感

染しておりますが、亡くなられた方がいないということが不幸中の幸いであります。 

  非常事態宣言が出されて以降、感染予防のため、密集、密閉、密接、いわゆる３密を避ける

など様々な対策のために行動自粛を求められ、それにご協力いただいております小、中、高

校生を初めとする子供たち、そして町民の皆様に敬意と感謝を申し上げます。また、自粛要

請に応じていただいております飲食店や関係企業の皆様に感謝と御礼を申し上げます。 

  町としましても、町民の皆様が感染することのないよう感染防止対策を講じながら、一日も

早く平時の生活が営まれるよう努めてまいります。 

  また、緊急事態宣言の自粛要請により縮小している経済活動、それに起因する生活困窮者な

どの支援については、国・県の支援策と併せて町の実情を把握して必要な支援策に取り組ん

でまいります。 

  その第１弾として本臨時会に提案します案件は、新型コロナウイルス感染症対策の定額給付

金などを含む令和２年度舟形町一般会計補正予算（第１号）及び令和２年度舟形町国民健康

保険特別会計事業勘定補正予算（第１号）についてと予算の補正が２件及びそれに関係する

条例改正が２件、以上４件でございます。提出いたしました議案についてよろしくご審議の

上、ご決議賜りますようお願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます。よろしくお願

いを申し上げます。 

議長 ここで、今年度より就任いたしました菅原副町長並びに伊藤教育長よりご挨拶を受けたい

と思います。 

  初めに、菅原副町長、お願いいたします。 

副町長 ４月１日付をもちまして副町長を拝命いたしました菅原でございます。微力ではござい

ますけれども、森町長をお支えし、舟形町の振興発展のために誠心誠意努力してまいりたい

と考えております。 

  議員の皆様方におかれましては、ご指導、ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げま

す。 

議長 次に、伊藤教育長お願いいたします。 

教育長 ３月定例会で任命同意をいただき、４月１日より教育長の職を拝命し、はや１か月半と

なりました。この間、年明けより続いております新型コロナウイルス感染症拡大で平常時と

は違った学校運営となっておりますが、町では県教育委員会の要請もありまして学校休業を

今週まで設定し、来週から小学校、中学校とも４時間授業、そして次の週からは通常授業に



 

 

入る予定で何とか再開の見通しを立てたところであります。まさに波乱からの始まりではあ

りますが、身を引き締めてこの難局を乗り越えていきたいと思っております。 

  また、今年度からスタートしました町の新たな総合発展計画に基づきまして制定されました

教育文化面における基本目標につきましては、学校教育、社会教育、社会体育、それぞれの

現場における課題をしっかり見据え、目標達成のために前向きに取り組んでまいりたいと思

っております。 

  今、コロナウイルスで騒がれておりますが、近年は想定外という言葉が表しますように社会

現象や自然現象において予測不可能なことが多々起き、目まぐるしく変化する時代でもあり

ます。教育界においても昨年12月に発表されました国のＧＩＧＡスクール構想の１人１台の

端末整備は、令和５年度までに段階的に小中高に整理するという考えが、この度のコロナウ

イルス騒ぎで今年度に前倒しして対応するとの流れになっています。時代に即応した環境づ

くりも使命ではありますが、こうした中にあっても、町の教育文化の基本目標の１つであり

ます共に生きる力を育成する教育の推進は、これからの時代とても大切な使命であり、ぶれ

ることなく前向きに進めていきたいと思っております。 

  結びになりますが、町議会の皆様方には今後とも教育行政の運営につきましてご理解、ご協

力を賜りますようお願い申し上げ、就任の挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいた

します。 

議長 ありがとうございました。議会一堂、両名のご活躍をご期待申し上げます。 

                                            

日程第５ 議案第３９号 舟形町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について 

議長 日程第５ 議案第39号 舟形町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてを

議題といたします。提案理由の説明を求めます。 

健康福祉課長 （朗読、説明省略） 

議長 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  （「なし」の声あり） 

議長 質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

  （「なし」の声あり） 

議長 討論なしと認めます。 

  これより議案第39号を採決します。議案第39号を原案のとおり決定することに賛成の方は起

立願います。 

  （賛成者起立） 

議長 起立多数です。よって、議案第39号は原案のとおり可決されました。 



 

 

                                            

日程第６ 議案第４０号 舟形町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定につ 

            いて 

議長 日程第６ 議案第40号 舟形町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定

についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。 

健康福祉課長 （朗読、説明省略） 

議長 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  （「なし」の声あり） 

議長 質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

  （「なし」の声あり） 

議長 討論なしと認めます。 

  これより議案第40号を採決します。議案第40号を原案のとおり決定することに賛成の方は起

立願います。 

  （賛成者起立） 

議長 起立多数です。よって、議案第40号は原案のとおり可決されました。 

                                            

日程第７ 議案第３７号 令和２年度舟形町一般会計補正予算（第１号）について 

議長 日程第７ 議案第37号 令和２年度舟形町一般会計補正予算（第１号）についてを議題と

いたします。提案理由の説明を求めます。 

財政係長 （朗読、説明省略） 

議長 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

６番 まず最初に、全体的なことを聞きたいんですけれども、今回の新型コロナ感染症によって

舟形町に与えた影響、これ町でつかんでいる範囲で結構なので、１つは商工業、農業、あと

は舟形町の雇用されている方々の雇用状況とか、町で把握している内容で結構なのでお聞か

せ願いたいと思います。 

まちづくり課長 商工関係で商工会さんのほうから情報をいただいている内容です。相談件数は

全部で、５月８日現在、54件の相談件数がありました。あと、うち卸・小売サービスの業種

に関しては、うち40件、これは累計です、約74％が相談件数のうち卸・小売サービス業さん

と聞いております。 

  あと失業者の数に関しては、把握はちょっとしておりません。 

  以上です。 

農業振興課長 農業についての影響、私のほうから説明いたします。 



 

 

  ３月からのコロナウイルスの影響によりまして、山菜ではタラの芽、あとは行者ニンニクの

市場価格が下落しておりまして、金額にしてはまだ把握はしていないんですが、ある程度の

下落があったと言われております。また、繁殖牛につきまして価格の下落が約30％ほど出て

いるものもございます。そのほかの作物につきましては、出荷が始まって間もないことから

まだ影響は出ていなく、これからその影響が出てくるかもしれないというような状況にあり

ます。 

  以上でございます。 

６番 特に舟形町の中での製造業として大きいのはキリウがありますけれども、キリウ関係につ

いてはどのような影響があったのか、もし分かるようであればお聞きしたいと思います。 

まちづくり課長 キリウさんに関しては、大元の自動車メーカーさんの関係で操業停止している

という情報しか、ちょっとこちらでは把握しておりません。 

議長 ほかにありませんか。 

７番 それでは、５億円の追加の融資の件についてお伺いしますけれども、これは15ページの特

別定額給付金についてお伺いします。５億1,900万円。これは５億円の借入れを追加して上限

を10億円にしたいということなんですけれども、このお金、国から返ってくるという見込み

なわけですけれども、国からの通達というんですか、前払いで払うわけですけれども、その

時期について入っている情報等、まず質問をさせていただきます。 

町長 定額給付金のここにございます国庫支出金５億3,709万7,000円何がしについての概算払い

の請求はしておりまして、今のところ、国のほうの予定でございますと22日の日に支給され

るという情報はいただいておりますが、確実に22日に入るかどうかというものは確定するも

のではないということで、残り１割分については８月までの交付が終わってから、一般の補

助事業と同じでございますので、精算をして支給されるという見込みでございます。 

７番 そうしますと、その借入額、まず約５億円として質問しますけれども、金融機関等に支払

う効率や借入れ期間等、どのように考えているのか質問いたします。 

町長 22日の日に概算払いが舟形町のほうに国庫から入ってきた場合について、一時借入金をす

るものではございません。あくまで入らないものということの過程の中で、最大限このよう

な対応をしておかなければいけないということとでありますので、29日にお支払いするとい

う特定給付金のものにつきましては、二十日までの申し込みがあった方ということでござい

ますが、現在、３日間ほどの申請を受け付けておりますが、現在、650件ほど申請がございま

す。ですから、1,800件ほどの町の世帯がございますけれども、約３分の１を３日間で今申請

があるということでございますので、担当のほうの見込みでということでいくと８割ぐらい

は５月中の支払いになるのではないかと思っているところでございます。 

  そこの現金のほうの町に先ほど言いました国庫が入ってくれば、一借をしなければならない



 

 

ということではないんですが、その状況を見ながら一時借入金をするということでございま

すが、一時借入金については、金融機関のほうへの借入れの打診をしまして一応見積り合わ

せの中で低利なところを借りているということと、この場合でありますと国庫の入金状況を

見て、短期間での借入れということでありますので、期間それから利率等については、金融

機関それから国庫からの収入の状況に応じて決まるものということでご理解いただきたいと

思います。 

議長 ほかにありませんか。 

３番 今回、補正の中で緊急経済対策事業の中でガンバルめがみちゃん応援キャンペーン事業補

助金というのがございます。これの詳細をお聞きしたいと思います。 

まちづくり課長 ガンバルめがみちゃん応援キャンペーンの詳細についてお答えします。 

  これは町内のコロナで収入が減ったという小規模事業者さんに対して、独自の商品券を発行

するというような、自分で頑張って収入をこれから頑張って得ていきたいといった事業者さ

んを応援する内容です。 

  以上です。 

３番 商店さんいろいろあると思います。例えば、それなりに若い方で一生懸命やれる方とある

程度年配の方と、恐らく商店でも格差があるのかなと思います。町のほうで、例えば、それ

に関しての相談窓口とか、こういうふうにやればというようなアドバイス的なものはやるつ

もりはあるんでしょうか。 

まちづくり課長 今のご質問にありましたように自分で取り組める事業者さん、ちょっと取り組

みにくいという事業者さんがやはりあるのではないだろうかということを、商工会のほうと

も昨日打ち合わせをしている中で出ました。それで、町では商品券の準備、あとＰＲのポス

ターの準備とかそういった事務のお手伝い、あとは相談を受けるための準備をするつもりで

います。 

３番 そうすると、まずは商工会を中心に商店の方の取りまとめをしていただき、商工会と行政

のほうのやり取りになるというような流れになっていくんでしょうか。 

まちづくり課長 基本的には商工会さんのほうにこれまでは相談をしてきております。ただ、商

工会の会員のみならず、商工会の会員でない事業者さんもいらっしゃいますので、そういっ

た事業者さんを全て対象にしたいと考えております。 

９番 すみません。先ほど７番議員からありました定額給付金の関係でございますが、29日の交

付予定でございますが、一借もして前倒しで支払っていくという執行部の考えはございませ

んか。 

町長 第２回目の全協のほうで説明を申し上げました日程よりは受付開始期間を２日ほどですか

早めて郵送することもできまして、申請の受付も早くなりました。そういったこともありま



 

 

して、先ほど言った650件ほどの申請になっているんですが、今のところ、全協のほうでも申

し上げましたが、様々な問題もございます。県内の市町村においても早期に給付をしている

という状況も我々では把握をしているんですが、今のところ金融機関との調整等もございま

すし、できる限り多くの方々をということで拾ってあげたいということもありまして、一応

二十日までということでありますので、前段で一借をしてということで、今のところは支給

するという考え方は持っておりません。 

９番 先日の全協で説明がございましたが、今、町長の答弁で考えは持ってございませんという

のは、システム的に様々な金融機関の登録関係があってできないのか、町長としてやらない

と思っているのか、その辺りどうなんですか。 

町長 現在の金融機関との調整の中で、やはり金融機関には１週間ほどの給付するまでの時間を

要するということでもあります。さらに、役場で金融機関のほうに出す手続、事務処理がご

ざいまして、そういった場合になかなかできないという状況でございますので、いろいろこ

ちらのほうも早めに支給をする手だてはないものかとは検討したんでございますが、今のと

ころできないという状況でございます。 

９番 当初の計画、スケジュールの中で、できないという話合い、双方との金融機関と話があっ

たかもしれませんが、今ここにきて、先ほど町長冒頭おっしゃっておりましたけれども、申

請、町民の方への配布が早くなっていますよね。その辺り、町民の方も若干期待をしている

かと思います。ましてや、今600件、二十日まではもう七、八割方来るんじゃないかなと予想

もされている中でございますので、可能であれば、これから金融機関とも話をしながら一日

でも半日でも早い支給を考えていただきたいと思います。 

議長 ほかにありませんか。 

２番 私も特別定額給付金の事業について質問させていただきます。 

  予定より早く申請書が役場より届いたんですけれども、昨日の夕方ですけれども、全員協議

会の中でも質問しました高齢者の独り暮らしの方を10件ほどですけれども、ちょっと訪問し

て実態を調査してみました。そうしたところ、やはり二、三日、昨日かおととい、役場から

手紙来たけれども、あれはどこへやったかなとか、今まで来なかったけれども、これどうす

ればいいのかという実態がありましたので、これからやはりもっともっとフォローしていか

ないと多分漏れが今後発生してくるという実感をしたところですので、その辺の対応法を再

度お聞きしたいと思います。 

町長 その件についてを含めて様々な問題があるという中でこの事業に取り組んでいるところで

ございまして、やはりそういった高齢者の独り暮らしというものについては、制度自体もよ

く理解していないということが多分あるだろうと思いますし、国のほうでは早くということ

が第１番目にあるものですから、そういった部分の丁寧な説明というものがあまりなされて



 

 

いないのではないかと思います。 

  町のほうとしても、国の意向を受けて早めの送付ということに全力を挙げてまいりましたけ

れども、そういった中でやはり懸念されている荒澤議員のほうで言われるようなことがある

と思います。そういったことについて、せっかく国のほうで寄附される10万円でございます

ので、しっかり町民の皆様全員に支給されるように町のほうでも手だてを講じていきたいと

思っております。 

  ただ、やはり町のほうで強引にいくということもならないものですから、町内会長さんとか

民生・児童委員さんといろいろと連携をしながら時期を見ていかなければいけないと思って

おりまして、８月の支給日までには全町民が受け取れるというようなことでいきたいと思っ

ておりますので、様々な情報がいただければ、町のほうでも頑張ってやっていきたいと思い

ますので、議員さんからの情報もいただければと思います。 

  以上です。 

２番 あと、これも昨日ちょっと回って話が出た意見ですけれども、ある程度関心のある方は役

場に問い合わせするなりそういう手だてができると思うんですけれども、いま一つちょっと

なかなか難しいという方に関しましても、やはり先ほど話した声がけ、あるいは本人確認と

か通帳のコピーが必要なわけですけれども、コピー機がなくてよという話もありましたので、

その辺は、例えば、支所なりその辺にお願いすればコピーをしていただけるものなのかどう

か、その辺もお聞きしたいと思います。 

町長 支所、それから役場、それから生涯学習センターのほうで、本人確認のための必要なコピ

ー等については通常の条例上でいくとコピー使用料という形で頂くことになるんですが、今

回については国のほうから事務費も来るということでございますので、それらを事務費に計

上しようということで、無料でコピーをするということでおりますので、ぜひそういったこ

とも町民の方にお知らせをしていただければと思います。 

  なお、この議会が終わりまして予算化された際について、また来週の広報等についてであり

ますけれども、その点についてもお知らせをしていきたいと思いますのでご協力のほうよろ

しくお願い申し上げます。 

議長 ほかにありませんか。 

３番 また緊急経済対策事業の中の質問ですけれども、町プレミアム商品券発行事業、全協の中

でもちょっとご説明いただきましたけれども、再度これお聞きしたいと思います。 

町長 ２回目の全協の中で説明したプレミアム商品券のほうと若干変えております。と申します

のも、商工会のほうから全協のほうでは20％の商品券を倍増して発行するということで、そ

ういうふうに申し上げておりましたけれども、商工会のほうからプレミア率を上げていただ

きたいということで30％に上げまして、それと先ほど言った倍増というものがセットでとい



 

 

うことで考えております。 

  それと併せまして、先ほどまちづくり課長が申し上げましたガンバルめがみちゃん応援事業

でございますが、プレミアム商品券の例年の状況を見てみますと、建設業で466万2,000円、小

売で1,204万1,000円、それから飲食店で276万4,000円、それから自動車で125万5,000円、ＪＡで

319万円、合わせまして昨年ですと2,391万1,000円という状況であります。その中の小売のほう

でも先ほど言いましたＪＡさんが319万円ということと、それから小売の中の燃料関係が多い

ということでございまして、あとニコットさんとかというところが追随するような形になっ

ております。 

  そうすると、今回、プレミアム商品券で倍増しても基本的に流れ的にはそういったところに

行くのではないかということで、各商店にきめ細やかに支援をしていくためには、各小売の

方々にも商品券を独自に発行していただいて、それで使っていただければ、同じように３割

の商品券、30％のプレミアをつけますので、その点で今まで零細な小売店が頑張って、町の

ほうでも商品券の発行やらポスター作ったり、周知、ＰＲもお手伝いしますので、そういっ

たあまり利用されていない商店にも日が当たるようにということでの先ほど申し上げました

ガンバルめがみちゃん応援事業ということでつくったものでございます。その点が、前回の

全協と説明したところよりさらに少し支援策を講じてきているところでございます。 

  詳細等について、もし補足があれば曽根田まちづくり課長より答弁させたいと思います。 

３番 プレミアム商品券いいんですけれども、非常に町民の皆様方に果たしてどうなのかなと。

というのは、やっぱり買える方はいいんです、まずは。例えば、独り暮らしとかやっぱりそ

ういう形の中で生活しておられる方いると思います。買えない方もおられると思います。ど

うせならやっぱり町民等しく皆様方に行き渡るような商品券でなければ、私は町民にとって

使い勝手がないのかなと思うんですけれども、そこら辺、町長どう考えますか。 

町長 昨年までのプレミアム商品券というのは、扱いが基本的には商工会の事務局でしか買えな

いということで、地理的なものとあと交通手段的な等で買えないということで使い勝手が悪

いという意味なのかなと思いますが、今回は、先ほど申し上げましたとおりガンバルめがみ

ちゃんのほうもございまして、ぜひ商工会全部で取り組んでいただきたいと、近くの小売店

でもこのプレミアム商品券を取り扱っていただきたいということで申し上げております。そ

のことによって、交通弱者であったり商工会からの地理的な条件で買えないという人に対し

ても近くの商店で買えるようにということでの配慮をしているつもりでございます。その点

についてご理解いただければと思います。 

３番 果たして商工会でそこまで町民の隅々までクリアできるのかなとちょっと不安に思います。

やはり行政主導で各世帯に、逆に言ったら5,000円とかそこら辺各家庭に渡したほうが、私は

町民の皆さんも喜ぶしそのほうがすっきりするのではないかなと思うんですけれども、そこ



 

 

ら辺どうなんでしょうか。 

町長 そういう施策も検討したんですが、基本的には定額費の10万円が町民１人当たり10万円ず

つ配られるわけです。このお金を先ほど言ったとおり商品券等にしますと、基本的には先ほ

ど言った燃料等に使われるというところもございますので、そういったところをいろいろと

検討してこの方向に行ったわけでございます。 

  １人10万円、先ほど言いましたとおり５億円を超える金額が舟形町に来ます。これを町内で

消費しなければ町の経済というものは成り立たないと思っております。できる限り町の経済

を活性化するためには、この１人10万円の５億円を町内で消費してもらう必要があるという

ことの中で取り組んでおりますので、ぜひその点についてもご理解をいただき、そして多く

の方がその10万円でこの商品券を買っていただければ、基本的には13万円のものが買えるわ

けでございますので、そういったものを利用していただければと思っているところでござい

ます。 

４番 緊急対策事業で質問させていただきます。 

  今、３番議員からも質問ありましたけれども、10万円を原資にして、あれは個人に国から入

ってくるものであって、町に入ってくるわけじゃないんですよね。それはちょっと考え方が

私としてはいささか違うのかなと。逆に、１兆円の特別交付金、町に幾らぐらい入る予定な

んですか。町村別では570億円とかという地震防のことありましたけれども、町としてはどの

くらい入ってくる予定なんですか。 

町長 町に入るとは言っておりません。その１人10万円の使い道が町外で使われると町の経済の

活性化につながらないと。だから、町でその10万円を使っていただきたいということで申し

上げたものであって、町が頂くということではございませんので、その点はまず認識をして

いただきたい。 

  多分、言われているのは地方創生臨時交付金の話だと思いますが、それについては現在町に

示されているのが6,500万円何がしでございます。町としましては、その6,500万円が限度額と

してございますので、それを積極的に取りに行けということで指示を出しておりまして、現

在53件、金額にしまして大体２億円ぐらいの事業費でありました。限度額が6,500万円でござ

いますので、１億5,000万円ほど事業費的にはオーバーしております。 

  しかしながら、さらに国のほうの増額という情報もございますので、積極的にそれは頂くと

いうことで考えておりますし、今現在、29日に第１次の締切りがございます。そこにしっか

りと提出できるように、加藤事務所を通じながら総務省のほうに今こんな形で考えているん

ですが、どうでしょうかということでの打診をすべく調整を進めております。その件につい

ては、菅原副町長をチーフとしまして町で積極的に臨時交付金の活用を考えているところで

ございます。 



 

 

４番 こっちのさっきから町長が町に10万円を使ってもらいたい対策として、別にこれはこれと

していいんだと思うんですけれども、やはり独り暮らし、年金暮らしでいる町民にとっては、

３割補助があるから買ってくださいといってもなかなか手が出せないのかなと。それだった

ら町民等しく割引率100％の商品券というものも、町としてコロナ対策としてやっていくべき

だと私は考えますけれども、その辺どういうお考えでしょうか。 

町長 先ほど来からその質問についてはお答えをしているとおりでございまして、どの形がいい

のかということで、管内の町村で１人１万円ずつとか１世帯１万円とかいう支援策がござい

ますが、それと地域地域の事情が違うと思っておりまして、挨拶の中でも申しましたが、実

情に合わせて町独自の支援策を考えていくということでございますので、今後、様々な状況

に応じて、もう少し実情が違うということであればいろいろなこともということであります

が、先ほど申し上げましたとおり6,500万円を上限とする臨時交付金のものについては、先ほ

ど言いましたプレミアム商品券の発行の部分も含まれてきます。 

  今後、ばらまきという感じに取られる商品券を配るという方向もあるんでしょうけれども、

声に出せない、例えば、中学校３年生の子供たちは今一生懸命３年間部活動に励んできまし

た。それが全国大会、東北大会、それから県大会も中止になっております。そういった今目

標を見失うような子供たちへの支援というものも我々は考えていかなければいけないのでは

ないかと。現実的に１万円をもらえば、それはそれで経済の活性化の部分についても大変助

かるんだろうとは思いますが、そういった子供たちへの支援というものも我々は考えていか

なければいけない。当然、学校に行けないということもありますので、遠隔教育ということ

等もあります。そういったものに対する支援というものも我々はそのお金の中で考えていか

なければいけないということでございますので、有効に財源を使わせていただいて、しかも

今後できれば舟形町の未来を担う子供たちの支援になるものがあれば、我々はそちらのほう

を選択するということもやっぱり考えていかなければいけないのではないかと思います。新

潟の長岡の米100俵の精神と時々私申し上げますが、そういったことも必要ではないかなと思

います。 

議長 ほかにありませんか。 

３番 何回も同じようなことですけれども、10万円というのは国から来るやつですよね。町とし

て独自でプレミアム商品券を考えていると思うんですけれども、私は、やっぱり町民等しく

同じように恩恵を被るような施策を講じていただきたい。今、町長が子供たちの未来の、や

っぱりそれは大切です。それはやっぱり第２弾、第３弾としての今後の対策の検討課題にな

ってくると思います。していただきたいと思います、それも。 

  やはり今回、コロナに関していろいろな情報が多岐多様にわたって入っております。その中

で、町民からの何件か私のほうにも苦情と申しますか、いろいろそういうご意見も頂きまし



 

 

た。やはり町民に関しては皆同じようにしていただきたい。 

  だから、国は国、町は町でやっぱり独自でそういうことを考えていただきたい。私はそれを

あえて、今後、今回できなくても第２弾、第３弾のやっぱり支援策ということで考えていた

だきたい。これはぜひとも検討していただきたいと思います。 

町長 先ほど申し上げましたとおり、現在の考え方の中では、今のところ考えておりません。先

ほど申し上げましたとおり、実情に応じてということで今後調査しながら、今回の補正予算

で支援策が終わりということではございませんので、しっかりと町の実情というものを把握

した上で必要な支援をしていきたいとは思いますので、その際につきましては、皆様方に改

めて案というものを提示できればと思います。 

３番 ぜひとも町民の皆様がああ、よかったと言われるような施策を講じていただきたい。 

  以上です。 

議長 ほかにありませんか。 

１番 子供の話が出たので、子供世帯への臨時特別給付金の金額等についてなんですけれども、

３か月間学校に行っていないわけですけれども、上乗せ部分の金額についてはどういう計算

上の基で上乗せするような金額になったのか教えてください。 

健康福祉課長 お答えいたします。 

  ただいまのご質問についてですけれども、今回の子育て世帯への臨時特別給付金につきまし

ては、対象児童１人につき１万円となってございます。これにつきましては、算出につきま

しては国のほうからの定めた金額でございまして、一律に１万円という金額でございます。 

  以上です。 

１番 特別定額給付金の使い道の１つ、新聞に載っていたんですけれども、やはり生活費とかそ

ういう部分に使うという答えが多かったんですけれども、それは国からの給付金、１人、子

供にも与えられる金額なんですけれども、やはり生活費、子供がうちにいるということは高

校３年生も進学しても学校にも行けなくて家庭にいるわけです。その分でやっぱり学校に行

っていれば食費、昼食分は考慮されるんですけれども、やはり家にいるということはその分

の食費、光熱費が上がると思うんですけれども、それに対して町独自の考えとかはなかった

んでしょうか。 

健康福祉課長 町のほうとしましては、今回の子育て世帯への臨時特別給付金につきましては、

中学校卒業するまでという児童手当の給付に基づいて支給される金額でございます。そのほ

かに子育ての支援としましては、保育所のほうにつきましてはなるべく休まないで受けるよ

うにもしてございますし、あと高校生世代の方につきましても公共施設の利用などそういう

ところでしておりまして、お金を支給するというところの考えでは町のほうとしては取り組

んでおりません。町のほうでは、今のところそういった現金での給付ということは考えてご



 

 

ざいません。 

  以上です。 

１番 今はないとして、今後も考えていないという形でよろしいでしょうか。 

町長 先ほども申し上げましたとおり実情に応じて支援策を講じていくということでございます

ので、現段階では支援策というものについては考えておりませんけれども、そのことが必要

だということがあるとすれば、そのように対応していかなければいけないとは思っておりま

す。ただ、そこら辺の必要性についての判断というのが、やはり議会の皆様を初めとして町

民の皆様からの理解を得られるようなということもありますので、その点についていろいろ

とご協議いただければと思います。 

７番 それでは、感染予防対策事業の消耗品290万何がしの件について質問いたします。 

  この消耗品は、マスクや消毒液等と説明されておりますけれども、これは使うものなのか、

保管しておくべきと考えているものなのか、まずそこら辺のところから質問いたします。 

住民税務課長 マスクの件かと思いますが、マスクにつきましては、現在妊娠なされている方、

あと透析なされている方、そういった方々に配付をしてございますし、もし学校のほうにお

持ちできない子供さんがいましたらその分で渡すとかというようなことで配付する予定で今

回は計上しております。 

７番 配付する290万円の予定のやつの説明書にマスクとか消毒と書かれているんですけれども、

そういったものが今説明された方以外、例えば、例えて言うなら小中学生の子供とか学校と

かにも配る予定があるのか、そういうものもここに含まれているのか、また含まれていない

のかも含めてもう少し詳しく説明お願いします。 

教育課長 学校関係の消耗品の配付等についてですけれども、マスクや消毒等、学校として使う

ものについては、今のところ町のほうからもこれまでも配付してきておりますので、今後も

この予算の中で購入したものについて必要数を配付したいと考えておりますけれども、実際

に子供たちへのマスクの配付というところは、今のところは家庭のほうでマスクをしてきて

いただくという前提で考えておりますので、校内でマスク忘れたとかそういう方については

学校のほうで配るということも指示しておりますけれども、現状、一番多く消費しているの

が学校の先生方、学校の職員の方が使用する部分について措置しているとこういうところが、

マスクについてはメインでございます。その他の運営する上での必要な消費財については、

必要数を措置していく予定でございます。 

７番 つまり、先ほど危機管理室長の説明でそういった妊婦さんとか病人の方々へのマスクの配

付とかに使う予算だというだけで290万円になるのかなと思ったものですから。 

  ですから、もっと詳しく保管するマスクは何枚考えているとか配る消毒液が何ぼという、要

するに積算根拠ですよね、マスクや消毒の量というんですか。そこから大体町がストック何



 

 

枚あるいは配るもの何枚というのが予想できるわけですけれども、先ほどの説明と今の教育

委員会の説明だけでは、予算の内容のマスクや消毒液の量というんですか、そういったもの

がちょっと把握できないものですから、もうちょっと詳しく使用あるいは保管をどう考えて

いるのか詳しく説明をお願いしたいところです。 

財政係長 消耗品の予算要求の積算の内容をご説明申し上げますと、マスクについては約３万2,

000枚、消毒液につきましては約30リットル、それからアクリルボード、役場の庁舎ですとか

中学校の給食のランチルーム等に使うものなんですが、こちらが合計で50枚、それから非接

触型の体温計ついては７台、その他、今後発注見込みのものというものを約30万円ほど含み

ましてこの予算要求ということになっております。 

  ちなみに、マスクについては、先ほど来申し上げておりますように既に配付をしたもの、そ

れから今後学校等で活用していくもの、それから町の備蓄として保管しておくものというも

のを含めてこの枚数となってございます。 

  以上です。 

議長 ほかにありませんか。 

８番 小中学校生の学力の低下についてお伺いします。 

  今、３月の上旬から５月の二十日過ぎまで小中学校が休業になりました。このことにつきま

して、本来ならば学年学年ごとに教える指導内容、指導到達度があると思いますけれども、

それが２か月間ほど休んだことによりまして、それをどのような方法で学力を挽回、授業度

合いをどのような形でカバーできるのか、その辺をお伺いします。 

教育長 学力につきましては、当然４月以降、分散登校とかで授業時数が例年と比較すれば全然

減ってございます。文科省のほうでも、どういうふうな今後の時数を消化していくための手

段というものはちょっと難しいのではないかということも言われております。 

  町のほうでも県の教育委員会並びに最上総合支庁等の教育長会でも話をしているんですけれ

ども、やはり長期休業を少し短くするとかということとか、もしくは行事関係あるわけです

が、当然必要な行事はやりつつも、いわゆる新庄まつりも中止になりということで、その辺

を登校日にするとかということで、いろいろと細かい調整がこれから教育課程の中で検討さ

れていくこととなります。 

  当然懸念される学力の低下につきましては、これから国の考え、それから県の教育委員会の

考え等を踏まえて対応していきたいと考えております。 

８番 学力の低下も心配されるところでありますけれども、小学校高学年６年、中学校高学年３

年、それが学校生活で一番と思い出、文化面にしろ体育面にしろいろいろな面で思い出をた

くさんつくる大事な時期を、今、スポーツ見ていますとスポーツの中体連中止から軟式野球

から全て、自分が中学３年になってこれから私はいろいろな面で頑張ろうなと思っている子



 

 

供が本当にかわいそうでなりません。その辺何かの、今までにない大会の体験、イベントが

ない中で、何か１つのイベントをつくることによってそれを救ってやれるようなものがない

のかなと。その辺ちょっと考えあったらお伺いします。 

教育長 小学校６年生、それから中学校３年生、中学生につきましてはやはり先ほど町長の方か

らお話ありましたとおり、３年間の集大成ということで子供たちがいかに期待していたかと

いうような思いは、やっぱりそれに関わる保護者なり指導者なりの思いはいかばかりかなと

は思っております。 

  やはり県大会が中止になり、今現在、地区大会については地区の中体連の連盟のほうで検討

してございます。まだ中止という判断はないのではありますが、いろいろな形で検討しなけ

ればならないことが多々ありまして、６月いっぱいぐらいまでに判断をするという情報もあ

るわけですけれども、やはりそういったことを踏まえて、先般の本部会議の中でも町長のほ

うからそういった子供たちの大会を舟形町独自で先頭切って大会を主催してみてはどうかと

いう話もあります。 

  ただ、いろいろと最上教育事務所という枠の中で、学校教育とあとは地域スポーツとどうい

う関わりの中で様々調整しなければならない点があります。そういったことを一つ一つクリ

アしながらどんなことができるのか、もし地区大会も中止になったら、何か今の中学３年生

が今までの３年間の集大成を発揮できるような機会をとは思っております。 

  ただ、今申し上げましたとおりコロナウイルスの感染防止の対策が昨日も発表されましたけ

れども、宣言の中では新しい生活様式というところで子供たちのそういったスポーツの在り

方も十分配慮しなければならないところがあると思いますので、そういったことをクリアで

きるかできないか判断しながら、状況を見極めて対応していきたいと考えております。 

８番 大変いいお話をお聞きしました。学習の到達度を得るために、私は１つの手として夏休み

の短縮してもいいのかなと思っているんです。確かに私たち授業したときは、クーラーも何

もない学校で本当に夏暑いものだから夏休みというものが定着したのかなと感じております。

今は、全校クーラーもあり授業環境が特段によくなっているわけですので、もう少し夏休み

を短縮するようないい案だとか考えあるのかどうか、その辺お伺いします。 

教育長 今、第２波の話も危惧されているという中で世の中が流れているような状況でございま

すので、これから教育委員会としてといいますか、県も国もそうだと思うんですけれども、

そういった中で教育課程の在り方等についての指示を参酌しながら対応していきたいと思っ

ておりますので、まずは子供たちの生活習慣、それから学習の学力の向上というところでの

保証をしていく対応を今後十分と検討させていただきたいと思っています。具体的には、こ

れから時数について各小学校、中学校とも授業時数の教育課程を計画してまいるという段階

でございます。 



 

 

議長 ほかにありませんか。 

５番 １点だけお伺いいたします。 

  先ほどからプレミアム商品券についてたくさんご質問出ておりますが、そういう中で町長か

らはいろいろご説明ございました。確かにその説明のとおりだなと私も思っておりますけれ

ども、プレミアム商品券というのは当然これ購入しなければならないわけです。購入する余

裕のある方というのは、確かに買えるだけ買っていただいて結構だと思うんですけれども、

逆に購入できないという方も中にはおられるのではないのかなと思うわけです。そういうこ

とを考えた場合に、本当にこの商品券が必要だというのは、購入できていない方のほうが本

当に必要になってくるんじゃないのかなと私は思うんですけれども、その辺１点だけお伺い

します。 

町長 まず、国のほうの緊急事態宣言によりまして営業の自粛をということで、飲食店を初めと

しましていろいろな経済活動が滞っているためにその支援ということが１つ国の政策として

もありますし、それから県、町としてもあるということでございます。今回のプレミアム商

品券につきましては、先ほど曽根田課長が申し上げましたとおり商工会さんのほうといろい

ろと協議をした中で出てきたということでございますので、やはりこの点については商店、

商工業者さんを中心とした支援という、国の自粛要請に対する減収分の支援ということが１

つあるんだろうと思います。 

  それと、先ほど石山議員がおっしゃられました買えない人の分の支援というのは、先ほど３

番議員、４番議員さんからも言われましたところの支援策というところにつながるのかなと

は思います。したがいまして、その実情というものを把握しながら対応をしていかなければ

いけないと思いますので、ただ、買えないという人の把握というものについて、どのような

基準でどうしていったらいいのかということでいくとなかなか難しいものがあって、一律に

という話にまた戻ってしまうという形になるのかなと思っております。そういったところも

踏まえまして、今後買えない方々等に対する支援というものをどうしていくかということに

ついては、今後、財源も含めて検討していかなければいけないのかなとは思います。 

  以上です。 

９番 すみません。緊急対策事業で町の緊急対策支援事業500万円計上してございますが、この

事業の内容についてお伺いします。 

まちづくり課長 町の緊急経済対策事業についてです。これは国の持続化給付金という給付金事

業がございます。あともう一つ、この前、県のほうで休業要請に対応していただいたところ

への個人事業主10万円、借りていれば上限20万円までといった支援金もあったんですが、そ

こに該当していない、該当しない方もいらっしゃるんじゃないかというところから緊急経営

支援事業を考えております。 



 

 

  この中身は、国の持続化給付金が50％以上減収というのが条件にありますので、50％に満た

ない、例えば、30から49％ぐらいまでの方は該当になりませんので、そういった事業者の方

に対して町のほうで一律10万円ということで、商工会さんと打ち合わせして大体50事業者ぐ

らいを見込んでもらってはどうでしょうかという話があったものですから、50事業者に10万

円ということで500万円と計上したところです。 

  以上です。 

９番 前回の全協の中では検討中ということでまだ内容が書かれていなかったものですからお伺

いしたんですが、先ほど、奥山委員長の質問の中で、町内の企業さんの状況という話あった

んですけれども、それを聞きますと、あんまりそんなに困窮した状態ではないように感じた

んですが、今、課長の説明ですと50社ほどあるということでございますが、これはどんな形

で50社を掌握したんでしょうか。 

まちづくり課長 50社の根拠は、まず１つが町の昨年のプレミアム商品券に取り組んでいただい

た事業者さんで卸・小売サービス業さんが大体45社ありました。そこにこの緊急経営経支援

事業は商工会さんの会員のみならず該当と考えていますので、５社ぐらいは商工会さんの会

員でない業者さんもいらっしゃるんじゃないかということで、それはあくまでもこちらのつ

かみです。５社を足して50社と計算したところです。 

９番 そうしますと、企業は45あって、商工会に入っていない卸さんが５社あって、50だから10

万円で500万円という単純な計算なんですか。実際に企業さんに聞き取りとかして何％経営が

困っているから申請しますよということで集約した500万円ではないということなんですか。

これから申請してくださいと出して、マックスで500万円来る予定で500万円上げただけの予

算計上なんですか。 

まちづくり課長 こちらから事業者さんのほうに聞き取りは行っておりません。商工会さんとの

話し合いの中で、あくまでもこれぐらいの事業数で見込めるんじゃないかといったところで5

0社とした根拠です。 

  以上です。 

議長 ほかにありませんか。 

６番 プレミアム商品券の取扱いの関係で、これまでも商工会の方から取り扱っていただいて手

数料払ってきているかと思いますが、今回の緊急対策においては、やはり町独自としてもか

なり頑張っているわけでありますので、商工会としての取扱手数料については、従前と違っ

て今回はどのような対応なんでしょうか。 

まちづくり課長 プレミアム商品券については、当初の予算に20万円を事務費として商工会さん

のほうにはおあげしております。今回の補正では、プラス30万円を事務費として計上してい

ると。その事務費の中において商工会さんのほうで対応してもらうものになっています。 



 

 

６番 これまでは20万円だったものをさらに30万円足したということですか。ということは、商

工会としての今回の緊急対策に対する減額といいますか、この辺は全然ないということでい

いんですか。 

まちづくり課長 商工会さんに対しては、減額ということではなく事務費の増額になっておりま

す。 

６番 町のこれらの収支を考えていくと、やはり痛み分けとは言いませんけれども、商工会でも

それ相応の対応を考えるべきじゃないかなと思いますが、この辺について協議したというこ

とはないんでしょうか。 

まちづくり課長 商工会さんのほうの持ち出しというのではなくて、事務費については商工会さ

んのほうで商品券の印刷事務とかそういったもの、あとは加盟される事業者さんの取りまと

め、そういったものでご尽力いただいております。 

  以上です。 

議長 ほかにありませんか。 

９番 すみません、１点だけ。 

  小中学校の給食事業対策で41万円ほど計上してございます。食材に対する補償ということで

ございますが、これはもう既に発注されたものについての補償だと思うんでございますが、

学校が休業になった影響での卸さんへの対応といいますか、そういう支援というのはさっき

の町の緊急対策事業でカバーできるんでしょうか。 

教育課長 今回、学校の給食食材等補償金として41万円計上させていただいている分の中身なん

ですけれども、こちらは既に発注キャンセルした部分の補償している部分の金額ということ

で、学校への納入業者の中で実際にキャンセルによって食材等に実損といいますか、そうい

った部分が出た業者のほうの内容について聞き取りした状況でこの金額を計上しているんで

すけれども、あくまでも学校納入業者関係へのキャンセル部分についての補償という形の金

額になっております。 

９番 それは分かるんです、ここに書いてありますから。それだと思うんです。そのほかに、今

度、それは契約かなんかあって何日前に契約した分、注文した分について補償しますよとい

う何かあって、その分についてこれは補償したと思うんですけれども、これは学校が休みに

なって食材とか納められなくなった卸さんに対する措置というのは、さっきの町の対策事業

でカバーできるんですかということをお伺いしたかったんです。 

まちづくり課長 要件に該当していれば該当になります。30から49％の減収があれば該当になり

ます。 

９番 その30から49という数字は分かるんですが、それは卸さんの申請で町に対して請求すると

いう形になる、単にそういうふうになるわけですか。 



 

 

まちづくり課長 申請に基づきます。ただ、こちらで確認する資料がございますので、申告の写

し、または各月の売上げの写しは当然こちらでは確認書類として提出いただくことになりま

す。それを確認して、該当するかしないかの判断となります。 

議長 ほかにありませんか。 

６番 商工会のプレミアム商品券の件ですけれども、確認ですけれども、プレミアム商品券の発

行とか必要経費しか商工会には払っていない、あくまでも取扱手数料としては払っていない

という理解でいいんですか。 

まちづくり課長 取扱手数料としては払っておりません。 

議長 ほかにありませんか。 

１番 教育関係でもう１点をお聞きしたいんですけれども、さっき第２波という話もありますけ

れども、今回、タブレットとかそういう方式で国のほうも前倒しですると言っていましたけ

れども、今回、学校のほうでの対応でＱＲコードで生徒に教育のやつを届けたんですけれど

も、実際それを見るためにはタブレットだったり携帯電話を持っていないと見れないと思う

んですけれども、その後に、家庭においての環境のアンケートが来ました。しかし、このア

ンケートによってやっぱり見れない環境の子供もいると思うんですけれども、例えば、第２

波を想定した場合にどのような形で対応を考えているのかお聞きするのと、あとはＷｉ－Ｆ

ｉ環境のない家庭もございます。動画というとやっぱりギガ数がかなり食うもので、その点

のことは、ほかの市町村ではＤＶＤ化にしたりとかして配ったりしているんですけれども、

町としてはそのような考えはあるんでしょうか。 

教育課長 今回、町のほうで児童生徒に対して家庭の情報通信環境についてのアンケートをさせ

ていただいているところなんですけれども、その目的としましては、昨今のコロナの影響で

のオンライン学習がどのような形で今家庭のほうでできる環境にあるのかという把握を通し

て、まず、これから整備しようとしているタブレット等の整備事業の内容についても大きく

関わってきますので、そこら辺りの把握も含めて調査しているところです。 

  実際、学校のほうからＱＲコード等を通してこういった学習の参考にしてくださいというよ

うな資料のほうも配っている現状がありますけれども、あくまでもそれは附属的なこととし

て今回は配っているんですけれども、あくまでも学校からの指導内容としては、教科書であ

ったり、あと紙媒体での資料であったりというところを登校の際に渡しながら課題を与えて

いるというのがメインであります。 

  今後、今すぐにそういったオンライン学習等の対応ができないこともありますので、今、Ｄ

ＶＤ等での考えはということがありましたけれども、今のところはそこまでＤＶＤ化をして

配付するというところの決定は町のほうではしておりませんので、今後、調査の結果も踏ま

えて、どういった形で子供たちへの学習を支援していくかというところは、教育委員会のほ



 

 

うで学校の現状を聞きながらできるところから進めていきたいというような状況でございま

す。 

議長 暫時休憩します。 

午後０時０２分 休憩 

                                            

午後０時０２分 再開 

議長 会議を再開します。 

１番 まず、全国的に学校の再開するところ、再開しないところあると思いますけれども、やは

りさっき第２波という項目を考えますと、早急にネット関係の教育のほうも進めていって第

２波に備えるような形で、例えば、タブレットがないという形であっても結局端末がなけれ

ば何もできないわけです。ということは、やっぱりもう中学生、小学生に携帯を持てという

ような形にもなってくると思いますので、ただ家庭で見るためにはやはり保護者の端末を借

りなければＱＲコードも読めないという形になると思いますので、いろいろな全国的に使わ

れている、会議等でも使われているようないろいろなやり方はあると思います。その初期段

階的なもので可能なものでできる体制も取っていかないと、第２波のときにまた休校だった

りなった場合にどう対応するのかということを前向きに考えていかないと、第２波になった

ときにまた休校となる形になってしまうとちょっと遅いのではないかなと思いますけれども、

その辺のスピード化を求めたいと思いますけれども、その点についてはどうお考えでしょう

か。 

教育長 遠隔学習ということは、将来そういうふうになるのかなとは思いますが、いわゆる学校

に通う意味とか学校の役割とかまたこれから変わってくるかなと思います。ただ、今、１人

１台の端末ということでＧＩＧＡスクール構想の中で言っておりまして、今年度前倒しでと

いう話なんですけれども、多分、これは全国的なもので端末を購入しなければならないとい

うことですごい品薄という状況で、製造につきましても海外から取り寄せるという中で海外

での製造もなかなか難しいということで、なかなか物が今ない状態、品薄の状態だというよ

そさんの話であります。 

  そういった中で、先ほど私が第２波という話をしまして、ということでなった場合、そこま

でに間に合うかということなんでしょうが、今現在から申し上げますと、やはり環境もそう

ですが、いわゆるそれを指導する先生方の研修なりも必要となってきます。ただ、それに対

して今１人１台という端末の整備の中で計画が町であるわけですけれども、二重投資になる

ようなやり方では大変非効率な話となりますので、大事な予算をちゃんと一つ一つ積み上げ

て使っていくためには、やはり状況、今家庭でのネット状況、環境を調査しているわけです

ので、そういったことを一つ一つクリアしつつ、なるだけ早く対応していきたいと思います。 



 

 

  ただ、第２波がいつ来るのか分からないですけれども、間に合うか間に合わないかというこ

とではありますが、ただ将来的なことを踏まえてやっぱり今何が必要なのかということを十

分審議して、教育委員会から理解も得ながら検討してまいりたいと思っております。 

１番 なるだけ早くしてほしいんですけれども、戸沢のほうでは中学校の３学年にタブレットを

配ったような話ありますので、そういうところも参考にしながら進めていっていただきたい

と思います。 

  また、青森県のほうでもＺｏｏｍを使ったような公募事業的なものもしておりますので、そ

ういうところも聞き取りながら、なるだけ早い段階で進めていきたいと思います。 

  以上です。 

議長 ほかにありませんか。 

  （「なし」の声あり） 

議長 質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

  （「なし」の声あり） 

議長 討論なしと認めます。 

  これより議案第37号を採決します。議案第37号を原案のとおり決定することに賛成の方は起

立願います。 

  （賛成者起立） 

議長 起立多数です。よって、議案第37号は原案のとおり可決されました。 

                                            

日程第８ 議案第３８号 令和２年度舟形町国民健康保険特別会計事業勘定補正予算（第１号） 

            について 

議長 日程第８ 議案第38号 令和２年度舟形町国民健康保険特別会計事業勘定補正予算（第１

号）についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。 

財政係長 （朗読、説明省略） 

議長 これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  （「なし」の声あり） 

議長 質疑なしと認め、これをもって質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

  （「なし」の声あり） 

議長 討論なしと認めます。 

  これより議案第38号を採決します。議案第38号を原案のとおり決定することに賛成の方は起

立願います。 



 

 

  （賛成者起立） 

議長 起立多数です。よって、議案第38号は原案のとおり可決されました。 

議長 ここで資料配付のため暫時休憩をいたします。 

午後０時１１分 休憩 

                                            

午後０時１１分 再開 

議長 それでは、会議を再開いたします。 

  ここで日程の追加についてお諮りいたします。お手元に配付いたしました議事案件を本日の

日程に追加したいと思います。ご異議ありませんか。 

  （「異議なし」の声あり） 

  異議なしと認めます。よって、本日の日程に追加することに決定いたしました 

                                            

追加日程第１ 発議第３号 議会の議員の報酬の特例に関する条例の設定について 

議長 追加日程第１ 発議第３号 議会の議員の報酬の特例に関する条例の設定についてを議題

といたします。提案者の説明を求めます。 

６番 （朗読、説明省略） 

議長 これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

  （「なし」の声あり） 

議長 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。討論はありませんか。 

  （「なし」の声あり） 

議長 討論なしと認めます。 

  これより発議第３号を採決します。発議第３号を原案のとおり決定することに賛成の方は起

立願います。 

  （賛成者起立） 

議長 起立多数です。よって発議第３号は原案のとおり可決されました。 

  本日の日程は、これをもって全て終了いたしました。 

  会議を閉じます。令和２年第１回臨時会を閉会いたします。 

  慎重審議、ご苦労さまでした。 

午後０時１６分 閉会 
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